
１人暮らしの学生に５万円
（ 就労等支援補助金 ）

厚木市は５月１８日、新型コロナウイルス対策事業で、１人暮らしの学生に５万円を給付する支

援を発表しました。（５月２５日市議会で決定）

学生向け支援は、アルバイトによる収入が大幅に減って困窮している学生が多いことから、就労
等支援補助金として経済的な支援が行われます。補助金の対象は院生・学生・短大生・専門学校生

で、市内在住であれば市外の通学もが対象になります。住民票を実家から移していない学生も多い

ので、在住確認はアパートの契約書などです。 手続きの概要はウラ面に

家計急変で学費負担が大変

学生・専門学生は授業料減免７０万円
（上限、修学支援新制度）

・対象：家計が急変し大学、短大、高専、専門学校で学ぶ

ことが 難しい人。４人世帯で年収が３８０万円以下（住

民税非課税世帯とそれに準ずる世帯）の世帯の学生。

・相談窓口：各学校の学生課、奨学金窓口

困窮学生に１０万円又は２０万円給付
（学生支援緊急給付金）
・住民税非課税世帯の学生は２０万円、それ以外は１０万円。

・相談窓口：各学校の学生課、奨学金窓口

学生向け携帯通信 ５０ＧＢまで無料
・問い合わせ先：携帯電話会社

２０２０年５月号外 日本共産党の見解を紹介

学生の苦境どうする？
Ｑ 大学に合格しましたが、学内は閉鎖、授業もな

し、なのに学費は引き落とされています。バイトも

できません。どうにかなりませんか。

Ａ 新型コロナウイルスの影響は、学生にも広がっ

ています。バイトが激減して生活費や住居費が払え

ない、せっかく合格や進級したのに大学が閉校して

授業をやっていないなどの不安が広がっています。

しかし、政府の対策には「学生対策」が抜け落ちて

います。

バイトも労働者です。労働契約法上、不当な理由

で一方的な首切りはできません。同意なしの時給引

き下げも違法です。

日本共産党は、バイトの減収にたいしても８割補

償する支援策を提唱しています。また、休校や構内

立ち入り禁止期間については、授業料を国が全額補

填して返還するなどの支援が必要です。奨学金の返

済猶予など負担軽減を求めています。

出身の自治体に確認して下さい。支援が有る自治体があります。



手続きの概要
・申請先：厚木市産業振興課 厚木市中町3-17-17 市役所第二庁舎8階

（046-225-2832） （本厚木駅から徒歩５分）

・申請方法：厚木市のＨＰより申請書をダウンロード、郵送で申請

・相談窓口：各学校のポータルサイト・学生課

（市内各学校及び東海大学・産業能率大学）

厚木市在住で上記の学校以外は厚木市産業振興課・ＨＰで確認

・必要な物：アパートの契約書・学生証・預金通帳のコピー

「しんぶん赤旗」をお読みください。●毎日の日刊紙は月3497円。

●毎週１回の日曜版は月930円。●電子版も発行しています。困ったときは日本共産党 046-224-4341


